
 (参考) 

労働安全衛生法（抄）  

 

（譲渡等の制限等）  

第四十二条  特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要と

するもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののう

ち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、

又は設置してはならない。  

 

（型式検定）  

第四十四条の二  第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又

は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者（以下「登録型式

検定機関」という。）が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械

等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この

限りでない。  

２～７  略  

 

 

防じんマスクの規格 (昭和六十三年労働省告示第十九号 )（抄）  

 

第五条 防じんマスクの各部の構造は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる

条件に適合するものでなければならない。 

区分 条件 

排気弁  

 

一  通常の呼吸に対して、弁及び弁座の乾湿の状態にかかわらず、確実に、

かつ、鋭敏に作動すること。  

二  内部と外部の圧力が平衡している場合に、面体の向きにかかわらず、閉

鎖状態を保つこと。  

三  外力による損傷が生じないように覆い等により保護されていること。  

 

(性能に係る試験) 

第六条 防じんマスクの性能は、次の表の上欄に掲げる試験方法による試験を行つた場合に、それぞれ同表

の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。 

試験方法 条件 

(排気弁の作動気密試験 )(排気弁を有する防じんマスクに限る。 )  

気密試験器に排気弁を装着し、空気を毎分一リットルの流量で

吸引して排気弁の閉鎖による内部の減圧状態を調べ、次に内部

の圧力を外部の圧力より一四七〇パスカル低下させて放置し、内

部の圧力が常圧に戻るまでの時間を測定する。この場合におい

て、気密試験器の内容積は、五〇立方センチメートルとする。  

一  空気を吸引 した場

合に直ちに内部が減

圧すること。  

二  内部の圧力が常圧

に戻るまでの時間が

一五秒以上であるこ

と。  

 
３ 


